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第三帝国の教育政策
政権獲得期を中心に

布 施 俊 夫

Die　Bildungspolitik　des　Dritten　Reiches

besonders　in　der　Zeit　der　Machtergreifung

von　Toshio　FUSE

　　D三e　nationalsozialistlsche　Regierung　ha之　nicht　nur　auf　po｝itischeエn，　so昼dern　auch　auf

k甑st玉erischem，至iterar三schem　und　philosophischem　Felde　vemichtende　Aktio且en　durchge．

ftihrt．　Innerhalb　dieser　kulturellen　Bereiche　richtete　sich　aber　ihre　StoSkraft　am　starkstea

und且achhaitigsten　auf　den　der　Erziehung．　Hier　in　diesem　Aufsatz　wird　der　ProzeB　der

nationalsozialistischen　Bildungspo王呈tik　unter　f甑f　verschiedcne且Gesichtspunkten　dargestellt．

1．Hochschulstudenten：

　　　　die　gewalttatig－turbuleRten　Umsturzaktlo皿en　in　den　FrUhjahrsmonateロ1933－die　emp一

　　　　貴ndllche　Einschr譲nkung　der　traditionellen　aha（玉emischen　Selbst琶ndigkeit　一　die　Grttn．

　　　　dung　der　zentra王en　Reichsorganisation　samtiicher　deutschen　Studenten（Reichsschaft

　　　　unter　dem　Reichsschaftsftthrer）－die　Einschrankung　der　Studentenzahi　aufgr箪nd　des

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
のコ

　　　　Gesetzes　gegen　die　Uberfttllung　der　deutschen　Schulen　und　Hochschulen　－die　Ein．

　　　　fUhrung　der　Arbeitsdienstpf玉icht．

2．Hochschullehrer：

　　　　die　Boykottierung，　Verdra’　ngung，　Suspendierung　miBliebiger　Pr◎fessoren　一　die　Redu－

　　　　zierung　des　Lehrk6rpers　aufgrund　des　Berufsbeamtengesetzes－die　Anpassung　des

　　　　Hochschulverbandes　aR　das　neue　Reg面e（die　Kapitulatio且der　deutschen　Universita．

　　　　ten）－die　Proklamierung　des　dem　Hochschulwesen　entgegengesetzten　FUhrerprinzips

　　　　（lnit　dem　Rektor　als‘‘F槙hrer”der　Universitat）．

3．Proklamierung　eines　neuen　Begriffs　der　Wissenschaft：

　　　　die　Demontage　der　bisher　in　Deutschland　geltenden　Wisse且schaft－die　radikale　Um－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎

　　　　formung　der　politischen　Wissenschaften～die　Verzerrungen　und　Falschungen　der

　　　　Geschichtswissenschaft－die　Errichtung　der　“FQrschungsabtei1岨g　Judenfrage”im

　　　　‘‘Reichsinstitut　f雛r　Geschichte　des　neue且Deutschlands”．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　301



4．Volks－，　Mitteレ，　Oberschullehrer：

　　　die　Sauberung　der　Schulen　von　n玉chtarische且und　gegnerischen　Lehrem　aufgrund　des

　　　Berufsbeamtengesetzes－der　Zustrom　der　Lehrer　zu斑　NS－Lehrerbund　（NSLB）－

　　　die　Proklamierung　der　Organ1sation　einer‘‘Deutschen　Erzieherfront”－die　Er6ffnung

　　　neuer　Hochschulen　f毛ir　Lehrerblldung　一　der　Abbau　des　Bel〈enntnis一ロnd　Privatschu｝－

　　　wesens，　das　sich　schlecht　mit　den　nationalsozialistischen　Vorstellu且gen　von　ei無em　ein－

　　　heitlichen，　gle三chgeschalte亡en，　nationa玉sozialistisch三ndoktrin三erten　Schulwesen　vertrug．

5．Vo王ks－，　Mitteレ，　Oberschifler：

　　　　Rassenpolitische　MaBnahmen　gegen　j種dische　Schttler－nationalsozialistische　Erziehung

　　　auBerhalb　der　Schule，　besonders　durch　die　Hitler－Jugend．

　　Ma篇nennt　oft　dle　Bildungspolitik　des　Dritten　Reiches　die　Demontage　der　deしltschen

Wisse煎schaft，　den　RUckfall　des　kulturellen　Lebens　in　die　Barbarei．　Solch　eine　und　ahnli－

che　Mei卿ngen　finden　ihre　St毛至tze　in　Erscheinunge簸wie　z．　B．　gro＆en，　zum　Te旦noch　heute

且lcht　ausgeglichenen　wissenschaftlichen　Ver｝usten　durch　die　Vertreibung　bedeutender

Geiehrter，　dem　Abbruch　der　internationalen　Verbilldunge且　innerhaib　der　deutschen　For－

schung，　dern　Rtickgang　der　Studentenzahlen　um　die　Halfte　usw．　Wenn　diese　Bildungspolitik

aber　ohne　R込cksicht　auf　solche　rein　wissenschaftlichen　Verluste　vom　Anfang　an　nur　auf

staatliche　Verei曲eitlichung　der　Schulverwaltung，　organisatorische　Erfass聴g　der　Lehrer

und　Dozenten　und　vor　allem　nat三〇nalsozialistische　I且doktri且至erung　der　jungen　Generat三〇n

u且d　ihre　Ausbi圭dung　zum　Verteidiger　des且euen　Regi盤es　abzielte，　so　muPJ　man　doch

zugeben，　da島die　nationa玉sozialstische　F廿hrung　geschickt　ihre　Politik　betrieben　u皿d　sehr

eindeutige　Erfolge　erreicht　hat．

　　ナチス時代の文化問題を記述した書物の中には焚書，堕落芸術展，著名学者・芸術家の国外追

放など文化の破壊活動が満ちている。ナチス政権下で無傷であった文化領域など金くなかった事

は確かである。1933年9月　22　1ヨに成立した全国文化院の組織の下に全ゆる芸術・新聞報道は統制

され，指導者原理。種族理論。世界観哲学という奇妙な思想の下にドイツ人の偉大さを誇示し，

新体鰯を擁護し・戦闘精神を鼓舞するひきゆがめられた宣伝活動が展開された。、こうしてドイツ

文化はその全分野にわたって多大の損害を蒙ったのであるが，しかし尚今磯我々がナチスドイツ

が目の敵にして撲滅をはかった文学作品を手にとる事が出来，音楽を鑑賞する事が出来る事実で

わかる通り，迫害された人々の苦しみに満ちた抵抗と防禦を通じて，また外国の保護によって被

害が或程度喰いとめられた領域もある。ナチスが最もその掌握に力を注ぎ，成果をあげたのはも

ともとその性質上組織化のしやすい教育問題であった。感受性が強く，与えられるものを無批判

に吸収して了う人格形成期の青少年に広い世界に対して目かくしをし，ただひたすらに自分達に

都合の良い愚想を吹き込む事が，たとえその隣には爵立たなくても，後になって妬何に大きな影

響をもたらしテ塁るカエ，　寡疑何に自分i垂の舞く鑑彗餐慧護の1霞叢撰患鯵モる支えになる力濾をナチス・多量雲蓮薔達は充
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分に心得ていたのである。　ヒトラーは1933年11月6日の演説で次の様に述べている。　「反対者

が，わたしはおi梅の味方にはならないと言う時，私は静かにいうだろう。お前の子供はすでに我

々の側についている。お前はなにものか。お前はやがて過去のものになる。けれどもお溺の子供

はいまや新しい陣営に立っている。まもなく彼等は，この新しい共詞体のほか，なにものも知ら

なくなるだろう。」Dミュンヘン郊外ダッハウのかっての強舗収容所跡を訪れる者は，そこに骸骨

岡様の姿で倒れ死んでいる囚人を前に偲意気な笑いを口元に浮べている若年兵の大写しの写真を

見出し，教育効果の恐ろしさに戦櫟を覚えるであろう。

　ナチスの教育問題に関する指導約イデオm一ゲは小学校教師の出で，フランクフルトの師範学

校の教師を勤め1933年春に1ま同地の大学の学長にまつり土げられたEmst　Krieckと，岡じく師

範学校の教師あがりで1933年春にベルリン大学で学生の政治教育を担当する事になったAlfred

Baumler両教授であった。彼等の教育構想は「人々の政治的方向づけと人々を指導者原理に酬

らす作業は学校に始まる。生徒達に対しては授業を行うだけでなく政治指導をする必要がある。

非政治的な抽象的教育法の支配する学校は時代おくれで，政治的学校の時代が始まったのだ。j

という趣旨のものであり，そこでは教育の自曲とか臼治とかは時代おくれの理想主義的な理念と

して排斥された。2）こうして国家社会主義と民族統一に役立つ教育を目指してナチスの学問教育へ

の干渉と統制は始まった。

　ナチスが最初に関心を示し，働きかけたのは大学であった。勿論大学の設備の充実とか研究の

振興に力を注いだわけではない。この点ではナチス政府は恐ろしく費用をljJし惜しんだ。学術的

濁約のための照家支出は第二次大戦開戦前に漸く1925年から30年までの線に達したにとどまり，

大学の拡充など殆んど何もなされなかった。戦争中になって漸く学術振興政策がとられたが，そ

れも軍需工業に関係が深いか，あるいは原料喪失を補う自然科学のある分野に限られたのである。

ナチスが先つ目指したのは学生の掌握と組織化であった。ナチス革命の常套手段は上からの強制

と下からの運動の呼応にあり，この場合も学生を動貴して大学内に騒乱をあおり，現状をかき乱

そうとするのがねらいであった。学生の中にもこれに呼応する動きがあった。既に帝政時代から

ワイマール時代を通じてドイツの大学が顯家主義，反ユダヤ主義の牙城であった事は周知の事実

であるが，多数の狂信的な国家主義者で反艮主主義者の大学教授の書動は民主制度に墓穴を掘る

のを手伝い，ナチズム到来の地ごしらえをする手伝いをした。“）共和圏の晩年1932年頃に1ま多くの

学生がワイマールの文化関係諸官庁と争いをくり返しながら，ナチスのプuパガンダに曳きずら

れて行った。この夏のドイツ学生大会は民主的な自治の原理の排除，指導者原理の採用をすら決

定している。こうした背景の申での学生の組織化は実に効果的であった。1933年4月22日のプロ

シャの大学学生組合（Studentenschaft）結成法によって金学生がその在籍する大学の学生組合に

自動約に所属する事になり，そしてこの四月法が学生組合の目的を国牌的に学生の民族・国家。

大学への義務遂行を援助する事とし，会貫をドイツ人の血統でドイツ語を母国認とする全正規学

生と規定した脚こカを得て，ナチス系の学生の大学内での不穏な動きはますます激しくなった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　303



彼等は気に入らぬ教授のボイコットや反ナチ学生・ユダヤ入学生への攻撃，制服着用のデモンズ

トレーションや更に又講義やゼミナール中にナチス信奉の熱狂的な演説を行い，同じ行動を教授

達に嬰求する等の運動を繰り広げた。ベルリンでは総長Kohlrauschに「大学の非ドイツ精神に

反対する12ケ条」（その中にはユダヤ人教授はヘブライ語でしか発表してはならないとの条項も

あった）がつきつけられ，キールでは学生が28人の教授の解雇を要求，これら教授の全著作を大

学園書館から押収した♂）

　これら学生組合を中心とした一連の学生の動きが政権獲得直後の新体制の徹底的な粛清処置を

大いに支えた事は確かである。しかし学生のこの様な運動はいつ迄も野放しにはされていなかっ

た。それは丁度ナチスの芸術政策が政権獲得後も暫くはアルフレート・ローゼンベルクを中心と

する文化闘争岡盟の破壊活動にまかされていたのに，ゲッベルスの国民啓蒙・宣伝省の設立（19

33．3．13）を契機に規制の段階に移って行ったのと嗣じであった。学生の規制は自治活動の禁止

・ 学生数の削減・勤労の強制の三つの方向から行われた。五月以降次々に歯された規律・権威。

能率を求めるきびしい省令によって，それ迄短いがはげしく爆発した学生組合の自発的な「革命」

行為は禁じられ，大学の自治の伝統は大巾に鰯限され，学生らしい行動意欲に対しては独裁政

治の側から静粛令が課された。当時プロシャの文化相であったBernhard　Rustはプロシャの学

生に糞面目な実りある活動を求め，教嘗スタッフを変える事は政府の仕事で（ベルリン大学の総

長はKohlrauschからナチス人種研究者のEugen　Fischerに変えられていた），規律と平和は

時の要求であり，違反した学生は除籍になると説いた。fi）学生の自治と大学の自治への学生の協力

というドイツ大学の伝統の痕跡はプロシャの1933年4月法にはまだあったが，これが1934年2月

7E付で国法になると，学生組合の任務は学生がSA勤務。勤労奉仕などによって民族，国家に無

私の奉仕を果す様教育するとか，戦闘的教育はSA大学局，政治教育はナチス学生同盟に委ねる6）

といった党機関・政府と結びつく条項が出て来て大学の自由は完全に消滅した。他に1934年1月

31臼のカトリック学生組合連合のナチス革命支持宣言，1935年10月18βのブルシェンシャフトの

解体とその残部のナチス学生同盟編入7）等，個々の学生グループの自発的なナチスへの接近もあ

ったし，法的には1935年1月4ffに学生組合の統一組織　（Reichsschaft）が生れてその全国指

導者が文部大臣（ドイツは文化問題は伝統的に州の管轄になっており各州に文イヒ相がいたが，19

33年11月12日に各州の主権とドイツ圏参議院が廃止され，さらに1934年1月30日の帝国新編成法

によって捕官庁は意味を失ない，1934年5月1日の法令で全国統一の学術。学校教育・国民教育

省畿文部省が設立された。この省の大駆はBernhard　RustB））の配下に入り，1938年7月6日に

金国学生生活鰯岡組合（Studentenwerk）統一令が出る迄には学生組合，ナチス学生同盟，学生

生活協同組合等全ての学生グループを全国学生指導者が代表し，この学生の総統とも言うべき全

国学生指導者を文部大臣が任命するという形で学生組織の指導春原理による編成は着実に果され

た。学生数の削減のきっかけとなったのは1930年代に入ってから大学入学希望老が急増し，諸州

が経済危機のためこれに耐えきれぬ状態になったことであった。1933年2月15臼に大学入学規鰯

に関する諸州の脇定が成立し，入学講艶者懸々に大学での勉学の適否を書類で出す事が試験委員
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会に義務づけられ，これに基づいて新入生は三学期間にわたって再検査されて否定的な結果が出

た場合は全ゆる援助が断たれる事になった。n）しかしこれはまだリベラルで学生締出しの手がかり

となるまでにはいたらなかった。この学生過鋼という状態とナチスの教育政策を結びつけて，き

びしい入学綱限法を作ったのは内務省であった。1933年4月25日のドイツ入学生生徒過剰に対す

る法令は義務教育以外の全ての学校が教育の徹底を保証出来，職業上の需要を満たし得る範魍内

に学生・生徒数を制限すべき事を規定していたが1°），この法律は非アーリア人を学校から締出す

恰好の口実となった。新入学生数は毎年年度始めに職業上の需要とにらみ合せて州政府が決める

事になり，ユダヤ入の学生数は全人口に対するユダヤ人口の比率を顧慮して1．5％と決められ，

その上学校の収容力が小さい場合にはユダヤ人の在籍率が満たされていなくてもアーリア人の進

学志望者が優遇された。ユダヤ人子弟は1938年には全てドイツの公立学校からは締め出された。

ナチスの大学からの学生追放政策は更に非ナチ学生，女子学生に向けられた。諸政党の禁止後

（1933年6月22日の社会民主党の禁止に続き，7月14日には政党新設禁止法が作られてNSDA

P以外の政党は全て禁止となった）それらの政党グループに属したり，それらに近かった学生が

大学での勉学から追放された。また婦人を解放運動から追い返すのはナチスの中心政策の一つで

あったが，教育についての婦人の冷遇は甚だしく，大学進学者数はどの州でも10％以下におさえ

られた。例えば1934年度のプロシャの大学進学有資格者数10，734名のうち女子は僅か1，048名と

決められた。ll）以後更に大学入学志願者がヒトラー・ユーゲントに積極的に参加しているか，肉

体的・性格的な適性と信頼できる圏粋的な政治慧識を持っているかまで調べる，きびしい選出規

定が作られて大学生の政治的管理は進んだ。こうして入学志願者を制限し多数の学生を大学から

締め出した結果，　1928／29年の冬学期から1938／39年の冬学期までの10年間にドイツの学生数

は，111，600名から55，900名と半滅して了ったのである♂2）ヒトラーは既に「わが闘争」の申で

「学問的教養は少ししか積んでいなくても肉体的に健康で，りっぱで堅關な性格を持ち，喜んで決

断するカと意志力に満たされた人間の方が民族共同体にとっては才気ある弱虫よりも価値があ

る。」と述べ，その考えを受け継いで文相Rustも1933年6月16矯ベルリンで「真の実地教育を

する学校は大学にもギムナジウムにもなく，勤労奉仕の宿舎にある。何故ならここではお説教も

空虚なおしゃべりもなく行動が始まるのだから。勤労奉仕を拒否する者はドイツを大学出として

指導する権利を失う」と強調した。こうして学生達は教室を追われ，労働に対してしかるべき敬

意を払う事と農場での共同生活の中で軍規に近い生活の規律正しさを学ぶ為に勤労奉仕を義務づ

けられた。学生勤労奉仕令は1933年8月1日に布告され，翌年2月には学生組合が大学入学志願

者に半年の勤労奉仕義務一4カ月の勤労奉仕と2カ月のSA勤務　　を課した。勤労奉仕には

学生に半軍人的な教育を施す圏的もあったが1935年6月26臼になって始まる湛眠の学校ヤとし

ての一般勤労奉仕義務の伏線でもあり，また大学をナチス党が1914年から1918年にいたる第一次

総力戦の金体的防衛共同体を摸範としてドイツ民族をきたえてつくり出そうとした民族共同体に

結びつけるねらいもあった様である。

大学教筥側への上からの規舗は学生の学内での熱狂的なアジ演説，気に入らぬ教授のボイコッ
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トといった不穏な動きに呼磨して始まった。1933年4月7日出さにれた職業宮吏復活法はその第

二条で非アリーア宮吏の退職（ヒンデンブルクからユダヤ入系の戦傷者に対しては差別待遇をす

べきでないとの抗議があったので第一次大戦に参戦したユダヤ人は適用を免れだ3つ，第三条でこ

れ迄の政治的活動で献身的に民族国家につくす保証のない役人（特に左翼政党の信奉者）の恩給

なしの退職をきめており，これらの規定が大学教宮にも適用されたのでおびただしい数の学者が

職を追われた。ナチスの公式資料によれぱ1932／33年の冬学期から1933年の夏学期までの半年間

の大学教官の解職者の数は7．5％（8，515名から7，881名）となっているが，Bracherは1932／33

年の冬学期に対して大学教官全体の14．34％という数字をあげている。14＞この数字でも小さ過ぎる

様に思われるが，これはごくはっきりしたケースだけをとり上げており，個人的な冷遇や脅迫に

よる辞職とも解職ともつかぬケースはもっとあったに違いない。解職者の比率は大学によって様

々であった。デュッセルドルフの医科専門学校が50％，ベルリン大学とフランクフルト・アム゜

マイン大学が32％，ハイデルベルグ24％余り，ブレスラウ22％，ゲッティンゲン，フライブル

ク，ハンブルク，ケルンが18から19％の教富を失い，一方uストックは4％，テユービンゲンは

1。6％に過ぎなかった。総合大学の教官喪失は16．6％で工科大学の10。7％より多く，学部別では

既に有名なナチスの御用法学者カルル・シュミット等を中心にナチス法学が出来上りつつあった

法学部とフロイト（精神分析），クレンペラー（癌研究），ミンコヴスキー（インシュリン）等ユ

ダヤ人の多かった医学部が2L2％で最も多かった。’°「）ユダヤ系ないしナチスにとって好ましくな

い学者の解雇はこの時期だけでなく，更に続けられて1935年末までにユダヤ入教授は一人もいな

くなり1933年から1939年までにアメリカに亡命した大学教師は1，700名以上にのぼり，その中に

12名のノーベル賞受賞者がいたと言われる。1G）この大量の教官解雇により大学は大きな損失を蒙

ったが，特にその中に含まれている秀れた学者の追放による質的被害の方が数的なそれよりも大

きかったとSchulzは述べている。有力教授の追放が学部全体の性格を変えて了ったり，学閾の

方向の動揺をもたらす事もあった。こうしてナチス制度最初の5力年で罷免された教授，講師の

数は2，800人と正式に発表されているが，国家社会主義をうけつけなかったためにその地位を失

った者の比率は，当人自身1933年マールブルク大学で免職になったWilhelm　Rdpke教授がい

っているように，きわめて低かった。］7）多数のアーリア人大学教師はナチズムに迎合して行った

のである。既に3月3日には300名の大学教師がヒトラーの道を選ぶ事を宣言し，4，5月には

教授団の組織である大学連盟（Hochschulverband）の1｛｛傘部会が新体制への適合を行なった。10

月28沼にはプnシャ省令で大学は総長選挙権を失ない，投票権のなくなった評議員会は諮問委員

会になり下がった。総長は州文化省の任命するところとなり，総長は学部長の任命をする他，大

学共同体の指導，学部長と協力しての大学の学問的形成，大学にある党組織の長たちの了解を得

ての政治任務の遂行など大学管理の全権限をにぎって文字通り大学の総統となった。このプロシ

ャ省令によって生れた体制は1935年4月3Hの文相Rustの「大学管理統一のための指鋭」によ

ってますます強固なものとなり，総長は文部大臣に直属して文部大臣に対してだけ責任を負い総

長代理，学部長も文部大駈によって任命されることになって大学における旛導餐原理は完成に至

った。大学は完金に省の機雛1となったのである。又～方1934年12月13縫の教1受資格令により教授
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の資格審査に全く非学問的な政治的経歴と総長，文化省などの性格判定がつけ加えられた。この

一連の大学の統制を許し，ナチス体制に追従して行った大学教師の態度に対しては，色々の原因

があげられるであろう。ナチス政府に支えられ，学生組合・ナチス学生同盟という大きな組織を

背景としたナチス系学生の授業妨害や熱狂的なアジ演説は耐え難かったであろうし，自分のゼミ

ナールからの密告の心配もあった。当罵からの監視や罪アカデミックな政治的積極性の強要もあ

った。職業官吏法によってポストと収入をいつ失なうかも知れぬ不安もあったであろう。それ

にBracherが指摘しているところによれば入間の弱さにつけ込んだ策略や陰謀もあった様であ

る。’8）前述の如く職業宮吏法の適用により大量の大学教師が職を離れたが，　それによって空いた

ポストは大規模な入事移動によってうめられたのである。Schuizがくわしく述べているが9）19

33年中にフ゜ロシャの諸大学で16名の正教授と多数の講師が新しく任命され，教授の濫造は其後も

続いた。勿論Rustの文化省が人事決定権を握って，それを最大限に利用してナチス支持教官を

増やす事に努めたのであるから，大学に職を求める多くの人々がそれに左右された事は想像に難

くない。これらの理由はそれぞれに説得力を持ってはいるが，それでもドイツの大学教師が伝統

的にとって来た政治に対する無関心な姿勢，そしてそれが生んだ帝政以来の保守性はやはり責め

られるべきであろう。その受動的な態度がナチス政府にやすやすと，これといった抵抗もなしに

体欄を確立させた最大の原因となっている事は確かである。R6pkeが「名誉あるドイツの学問

の歴史に汚点をつけた亮春の情景」と呼んでいる1933年11月12日の外科医ザウアーブルック，哲

学者ハイデガー，美術史家ピンダーをリータ㌧とする約960人の大学教師のヒトラーと国家社会

主義制度に対する公の宣誓2°）などその最たるものである。

　大学の国家管理化は質的にみれば文字通りドイツの学問の解体であった。ナチスの考えでは学

間も，醗家社会主義と民族統一に役立たねばならぬ事になっていたから，学問を新体制に従属

し，奉仕する様に作り変える作業を進めた。それが最も極端に行われたのは非政治的なドイツ人

の政治教育を促進する目的で1920年に開校されたベルリンのドイツ政治大学の統制・廃校と党独

自の政治大学の設立にあらわれた政治学の変形であった。19世紀の憲法運動からマックス・ウェ

ーバーにいたるドイツの民主的解放を作りあげて来た古い政治学は攻撃され，ナチスのヨーmッ

パ支配の道具となり，ドイツの新しい政治学がヨーmッパの学閣を支配すると予言するところま

で政治学は堕落したのである。最もひどい歪曲と偽造にさらされたのは歴史学であろう。歴史学

には国民の政治的・精神的。心〔内武装に奉佳するという使命が与えられ，太古から総統に至るま

でをゲルマン的英雄精神で貫く事が求められた。更に新しい時代区分までが考えられてナチスの

政権獲得を元年に，それ2前を先史とする事とし，一番新しい過去であるワイマール時代は誤り

と堕落の時代とされ，この呪われた過去からの決定的な訣別をナチスの新形成への創造的意志が

実現せねばならぬ事が強調された。この徹底的なワイマール否定による体制の擁護やビスマルク

崇拝を出来るだけ抑えドイツ東方植民運動をしてヒトラーの大ドイツ主義，すなわちドイツゲル

マン民族の大生活圏ナショナリズムをクm一ズアップしようとする方法は，現実的関心と結びっ

いた傾向約歴史観の典≧甦であった♂D歴史学は更に生物学と結びつけられて種属理論を展開する
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事になり，1936年にはナチスの歴史研究家Walter　Franl（を所長とする帝匡噺ドイツ史研究駈

の中にユダヤ問題研究部門が設けられ終戦にいたるまで歴史像やその他の学問の姿を反ユダヤ主

義によって変形する事を学問的レベルで根拠づけ促進する努力がなされた。22）ノーベル物理学賞

受賞者Philipp　Lenardが「ドイツ物理学」なる有名な珍論を展開したのもこの研究所の機関誌

第一巻の紙上である。

　小，中，高校教員に対しても職業官吏法は深刻な影響を及ぼした。この法に基づいて各州で徹

底的な粛清が行われ，その結果教員の3G％以上をナチス党員が占める事になった。23）小，中，高

校の場合はバイエルンのナチス文化大臣Hans　Schemmを指導者とするナチス教員同盟（NS

LB）による教員の掌握，組織化が進められ，この組織が全ゆる教員団体を吸収するという形でナ

チスの全体管理を保証した。1933年12月8日にドイツ労働戦線（DAF）を真似てドイツ教育者

戦線と名づけられたこの組織は特にナチス的な意味での教員の再教育に力を注ぎ，教員はナチス

国家政策の原則とナチス思想をくわしく研究する事を求められ，泄界観哲学を基礎とした教育者，

ナチス奉仕活動のり一ダーになる様再教育された。そのための講座参加に対しては教育委員会も

休暇をみとめ，全力をあげてこの教育促進に努めねばならなかった。全教師は国民の範たる事を

求められて学校でも学外でも総統の採用した右手をあげ同時にハイル・ヒトラーと言う挨拶を率

先して行う様文部省から指令されたのである。新しい教員養成学校の設立も熱心に行われた。文

相Rustに文化教育に於けるドイツの未来の意志の牙城と言われたポンメルンのラウエンブルク

帥範学校を初め多くが小都市や田舎におかれ，学生達は単純で限られた環境の中で勉学よりもス

ポーツや肉体労働に惹かれて行った。「良きワンダーフォーゲルの遺産」，「スパルタ精神の理

想」「偉大なドイツ帝国陸軍の継承」をスローガンに彼等は知的活動より肉体の鍛練を上におく

ナチスの教育理念を具現しながら，P16n，　K6slin，　Potsdamの様なかっての帝政時代の士官学校

の施設などの申でナチス精神を身につけて行った。こうして設立を促進された学校もある一方，そ

の存続を否定された学校もあった。ナチスが学校を統制して国家管理下におきナチス教義を注入

しようとする方針は小，中，高校の場合も大学と同じであった。そのため帝国新編成法（1934．

1．30）による州の自治の喪失，全国文部省の設立（1934．5．1）による学校の省直属化，国家

および地方公務員の任免に関する総統令（1935．2．1）による高校教師以上の任免権の総統への

移行など一連の処置がとられて学校の国家機関化は段階的に実現されたのであるが，この方針か

らはずれたカトリック系の学校や私立学校には変革や解体の道しかなかった。ドイツ帝国とロ　’一

マ教皇庁の間の政教条約（1933．9．12）で檸続を保証された筈のカトリック系の学校は1941年の

復活祭の時には全てナチスの共同体学校（Gemeinschaftsschule）に変えられていたし，私立学

校にいたっては1940年までに政治的圧力で殆んど全てが廃校になった。24）

　生徒過剰に対する法令によって義務教育学校以外からユダヤ人子弟の締め出しが企てられたの

は大学の場合と同様である。ユダヤ系児童の義務教育学校通学は挺否されはしなかったが，ユダヤ

入の子傑をユダヤ人の学校へ集めようとする動きはあり，そのための特轍学校鳶凝乏の要望があっ
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た。例えば1936年にフランクフルトで五つの小学校下級クラス（特殊学級）が作られている。19

38年になると公立校から全ユダヤ生徒が排斥され，ユダヤ人の子供の授業は「ドイツ圏内ユダヤ

人協会」の巾で行われることになった。この協会はその後可能な間はユダヤ人学校建設とユダヤ

子弟の教育のために骨を折った。2「））一般のドイツ人子弟に対してナチスは学校のナチ化に努める

と剛寺に学外での教育にも力を注いだ。むしろこちらの方に力点があったと雷う方が正確であろ

う。その代表的な組織はヒトラー・ユーゲント（HJ）であった。1936年12月1日のHJ法はド

イツ全青少年（10才から18才まで）が加入する事（第一条），学校および家庭以外においてはHJ

において肉体的，精神的，道徳的教育を受ける事（第二条），ドイツ総統直属のナチス党金国青

年指導者（Baldur　von　Schirach）を団長とする事（第三条）を規定し，序文で「金てのドイツ

青少年は醸己の将来の義務を果す覚悟をもっていなければならない」とうたっている♂6）この「自

己の将来の義務」という曖昧な表現がナチスの精神で民族に奉仕し，艮族共同体につくす事であ

るのは明らかであり，HJがドイツ青少年を金生活領域において掌握し完金に国家支配の下にお

きナチス指導部の従順な道具に仕立てる事を闘指すものである事ははっきりしていた。ヒトラー

の青少年教育が如何に徹底したものであったかは次の彼自身の演説（1938．12．8ズデーテン地方

のライヒェンベルクで行われた演説）に示されている。「ドイツ的に考え，ドイツ的に行動する

ほかには何も学んでいない，この青少年，この少年達は10才で我々の組織に入り（Pimpfとよ

ばれた）そこで，時によると初めて新鮮な空気を吸い，感じる。それから4年後に少年団（Jung－

volk）からヒトラー脊年団（H　J）に入り，そこに我々は彼等を再び4年間入れておく。そう

なればいよいよ彼らをわれらの階級製造者どもの手になんぞ渡しはしない。我々は彼らを直ちに

党に，労働戦線に，突撃隊（SA）に，あるいは親衛隊（SS）に，ナチス自動車隊（NSKK）

等々に入れる。そこに二年か一年半いて，それでもまだナチス主義者になりきれないようだった

ら，労働奉仕隊に入ってそこで六，七カ月揉まれる。全ては一つの象徴，すなわちドイツの鋤を

もって行われるのだ。それから六，七カ月後にまだ階級慧識，あるいは身分妄想がそこいらに残

っている様な事があったら，今度は国防軍が向う二年間引続いて治療をっづける。そして二年三

年，あるいは四年後にもどってきたら二度と再発しないように我々はすぐにまた突撃隊，親衛隊

等々に入れる。……」”7）この青年層の中から最も熱烈なヒトラーの遮随者と，後には狂信的な兵士

が生れたのも不愚議ではない。

　ナチスの教育政策は学問に対する破壊行為文明から野蛮への逆行などと定義づけられている。

確かに多くの秀れた学者の喪失はドイツ学界の恐るべき弱体化をもたらしたし，第三帝国の孤立

によって学界の国際的交流を断たれて了った。また大学は教授，講師の量的ならびに質的低下だ

けでなく，学生の方も入学を制限され多数が締め出され戦場へ狩り立てられて半減したので，正

常な状態を保ち得なかった。またナチスは学校を外悪的には統制したが，内面的統制には成功し

なかったという意見もある。これもその通りであろう。ドイツ物理学・ドイツ数学や歴史学の歪

曲はその内約矛厨のため到底厳密な学問的考証には醒え得なかったし，学者，教師金てが本当に

心の底までナチ化されていたとは全く考えられない。一部の教授の間や教授と学生の間に指導者
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原理ではない真の儒頼関係が残っていた事は白バラ事件28）が証明しているし，ナチス学生同盟の

組織の中に伝統的なドイツの学生団体（Verbindung）が細々とながら生きていたとも言われて

いる。しかしナチスがその教育政策を通じて目指していた最大の目標，学校の国家機関化と青少

年の掌握は達成された事も確かである。ナチスにとっては，文化政策全般にわたってそうである

が，学問も芸術もそれ本来の緬値でははかられず，ただナチス体舗の維持，ナチス顯家の強大化

の手段にしか過ぎなかった。例えば歴史の書き換えも後世には荒唐無稽と笑われようとも随所

に英雄をちりばめ，民族の優秀性を強調して感受性の強い青少年の想像力をかき立て，総統への

忠誠，祖国の死守，他民族撲滅の熱狂的な精神を充分に植えつけられればそれでよかったし，こ

の点では非常な成功を収めている。29）こういう教育政策がどうして可能であったかという問いは

ナチスという体制があれ程膨大で強力であり，教育政策はその政策全体の一環として行われたも

のであるからナチズム全体の研究にゆだねるべきであろう。ここでは最後にこの教育政策遂行に

当って少なくとも当時のドイツ人の持っていた特有の体質「政治的受動性」，「国家ならびに一般

の権威に対する従願さ」，「称号・肩書きに対する特に強い執着心」，「規律婚き」，「ユダヤ人嫌

い」，「自民族に対する過度の自負心」がその実現に可成り有利に働いていたであろう事を指摘す

るにとどめたい。
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　　g）　G．Schulz：Die　An鉛nge　des　totalitaren　MaBnahmenstaates（in　Bracher－Sauer－Schulz，，Die

　　　　　　　　　　　　nationalsozialistische　Machtergreifung）　S．567

　　10）　M，Abelein：a．a．O．S．90

　　11）　G．Schulz：a．a．O．S．569

　　12）M，Abelein：a．a．O．S．38

　　13）W．Hofer：Der　Nationalsozialismus　Dokumente　1933－1945　S．364

　　14）　K．D．　Bracher：a．a，、0．S．321

　　15）　K．D．　Bracher：a，a．0．S．321

　　16）　M．Abelein：a．a．0．S．37

　　17）W．L。シャKラ～：上掲書S36
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18）　K．D．　Bracher：a．a．O．S．317，　S．319

1g）　G，　Schulz；a．a．○．S．566

20）W．Lシャイラー：上掲書S．37

2王）　H．Rothfels：Die　Geschichtswissenschaft　in　den　dreiB三ger∫ahren　S，90ff

22）K．D．　Bracher：a．a．O．S．313およびG．　Melchers：Biologie　und　Nationalsozial三smus　S．59ff

23）M．Abelein：a．a．O．S．88

24）　M．Abelein：a．a．O。S．90

25）　M．Abelein：a．a．0．S．90f

26）W．Hofer：a．a．O．Dok．　45

27）　H．グラーザー（関楠生訳）：ヒトラーとナチスS．208

28）C．ペトリ（関楠生訳）：白バラ抵抗運動の記録S．45ff

29）　K．D，　Bracher：a．a．O．S．314f
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